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名古屋市教育委員会臨時会 

平成 27 年 3 月 20 日 

午前 10 時 00 分 

教育委員会室 

議 案 

第 18 号議案 名古屋市指定文化財の指定について 

第 19 号議案 名古屋市指定文化財の指定解除について 

第 20 号議案 平成 29 年度以降の愛知県公立高等学校（全日制課程）入学者選抜に 

おける通学区域並びに群及びグループ分けについて 

第 21 号議案 名古屋市教育委員会表彰について 

第 22 号議案 教職員人事について 

第 23 号議案 事務局人事について 

出席者 

服 部 はつ代 委員長 

梶 田   知 委 員 

福 谷 朋 子 委 員 

小 栗 成 男 委 員 

野 田 敦 敬 委 員 

下 田 一 幸 教育長 

総務部長始め、事務局職員7名 

（服部委員長） 

 それではただ今から、教育委員会臨時会を開催いたします。 

議事運営についてお諮りいたします。第20号議案から第23号議案については、名古

屋市教育委員会会議規則第6条の規定に基づき、非公開にて審議し、会議録につきまし

ても非公開としたいと存じますが、いかがでしょうか。 

（各委員） 

 異議なし。 

（服部委員長） 

 ご異議なしと認め、そのように取り扱わせていただきます。 

 それでは、第18号議案「名古屋市指定文化財の指定について」を議題といたします

ので、事務局の説明をお願いします。 
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（津坂生涯学習部長） 

 お手元の資料の1枚目をはねていただきましたところに概要をまとめさせていただい

たもの、その次のページには写真を付けてありますので、それをご覧いただきながら

というふうに思います。 

 この大森郷祭は、守山区大森地区におきまして、5年に一度10月の第三日曜日に行わ

れる祭礼で、オマントと呼ばれる豪華な馬具で飾った馬を神社やお寺に奉納する尾張、

西三河地区に特有な民俗行事でございます。大森地区内にあります、5つのシマと呼ば

れる組織から飾り馬が出され、役職者を先頭に鉄砲隊、棒の手隊が馬を警固しながら

総勢450名にのぼる大行列が、地区内を練り歩いた後、この飾り馬が八劔神社に奉納さ

れます。 

名古屋ではかつては熱田神宮や大須観音、龍泉寺などでこのオマントが盛んに行わ

れ、この地方を代表する祭礼習俗となっておりましたが、現在市内で定期的に行われ

ているオマント行事は、この大森郷祭が唯一であり、保存継承していく必要のある貴

重な文化財ということで文化財調査委員会の方から答申をいただいたものでございま

す。 

本日お認めいただけましたら、3月23日付で指定を行ってまいりたいというふうに考

えております。ご審議をよろしくお願い申し上げます。 

（服部委員長） 

 説明が終わりましたので、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

 特にご意見もないようですので、第18号議案につきましては、原案どおり可決して

よろしいでしょうか。 

（各委員） 

 異議なし。 

（服部委員長） 

 ご異議なしと認め、そのように取り扱わせていただきます。 

 続きまして、第19号議案「名古屋市指定文化財の指定解除について」を議題といた

しますので、事務局の説明をお願いします。 

（津坂生涯学習部長） 

 第19号議案でございますが、天然記念物のオガタマノキの指定解除ということでご

ざいます。資料をはねていただきまして、指定解除答申書の裏面に経緯を示させてい

ただいておりますので、それをご覧いただければというふうに思います。 

 今回文化財調査委員会からこの指定解除という答申を受けましたのは、東区の市政

資料館のすぐ北側にございますオガタマノキでございます。こちらは昭和48年10月に

指定を受けたもので、もともと東区上堅杉町内の個人宅に所在していたものを、所有

者の方が管理できないということで、平成24年3月に現在の市政資料館北側の敷地内に

移植をしたものでございます。移植後は定期的な観察、樹勢回復のための薬剤投与な
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どを進めて参りましたけれども、残念ながら平成26年11月に枯死している状況の確認

をしたものでございます。当初、所有者様が家を建て替えられるということで、急遽

のことでございましたので、通常これだけの大木であれば、半年から一年ぐらい根回

し等をしてから移植というところであったわけですが、そういったことが叶わなかっ

たということで、結果こういう状況になり申し訳ないというふうに思っておりますが、

倒木の危険もあるということで速やかに指定解除をお願い申し上げるものでございま

す。以上でございます。 

（服部委員長） 

 説明が終わりましたので、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

 私も先日市政資料館に見に行ってきたんですが、本当に枯れちゃっていましたね。

結構立派な大木なんですけれどもね。 

 特にご意見もないようですので、第19号議案につきましては、原案どおり可決して

よろしいでしょうか。 

（各委員） 

 異議なし。 

（服部委員長） 

 ご異議なしと認め、そのように取り扱わせていただきます。 

第 20 号議案から第 23 号議案は非公開にて行われたため、名古屋市教育委員会会議

規則第 12 条の規定により、会議録は別途作成。 

午前 10 時 41 分終了 


